
 

 

 

 

 

 

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

（ひとり親世帯分）」の給付について 

茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 

 

日頃より、本市の子育て支援行政にご理解をいただき、誠にありがとうございます。 

  このたび、子育て世帯に対して臨時特別的な措置として子育て世帯生活支援特別給付金を給付

することになりました。 

なお、本給付金の支給を受ける方は、申請が必要ですので、ご自身が支給対象となる場合は必

要書類をご用意いただき、こども政策課までご提出ください。 

  本通知は対象となる可能性がある方へ送付していますが、申請の内容によっては支給対象者に

該当しない場合がありますのでご了承ください。また、同封の申請書で収入額が基準を超えてい

ても、令和５年１月以降に収入が減少した場合は別の申請書（家計急変者用）で申請できる場合

がありますので、こども政策課手当給付担当までご相談ください。 
 

１ 支給対象者 

 次の①と②を両方満たしている方 

① 公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けられない方 

② 令和３年中の年間収入額が収入基準額を下回っている方 

  ※年間収入額が収入基準額を下回っているかについては、別紙「簡易な収入額の申立書」で確認をしてください。 

 

２ 支給額 

 申請の結果、支給決定された場合は次の金額を支給します。 

対象児童１人につき５万円 
 

３ 申請方法 

申請期限までに、裏面に記載している必要書類をこども政策課へご提出ください。（郵送可） 
 

４ 申請期限 

申請期限       令和６年２月２９日（郵送申請の場合は消印有効） 

 

 

 

 

公的年金給付等受給者用 

（裏面に続きます。） 



５ 申請に必要な書類 
全員必要です 

 提出書類 添付書類 

Ⓐ 低所得の子育て世帯に対する子
育て世帯生活支援特別給付金（ひ

とり親世帯分）申請書（請求書） 

本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバー

カード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の

うちいずれか一つ）の写し 

 通帳またはキャッシュカードの写し 

Ⓑ 簡易な収入額の申立書 

（申請者本人用） 

本人の公的年金等の金額を証明するもの（令和３年１月

～令和３年１２月分）（例：年金決定通知書、年金額改定

通知書、年金振込通知書等） 

該当する方のみ追加で必要です 

扶養義務者

等がいる方 

Ⓒ 簡易な収入額の申立書 

（扶養義務者等用） 

扶養義務者などの公的年金等の金額を証明するもの（令

和３年１月～令和３年１２月分）（例：年金決定通知書、

年金額改定通知書、年金振込通知書等） 

所得額で条

件を満たす

方 

Ⓓ 簡易な所得額の申立書 所得で申し立てたい方の公的年金等の金額を証明する

もの（令和３年１月～令和３年１２月分）（例：年金決定

通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等） 

  ※申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。 

 

６ 支給に当たっての注意事項 

・申請書の不備による振込不能等が原因で、令和６年３月末までに支給ができなかった場合、市

が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。 

・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、支給した給

付金の返還を求めます。 

・不正な手段等により支給を受けた場合は、本給付金の返還を求めます。 

・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。 

・長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している

口座をご利用ください。また、海外において開設した金融機関口座では受取りができません。 

・申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動

預払機）の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対

にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。 

 

詳細については、市ホームページでご確認ください。 

パソコンまたはスマートフォンよりアクセスし、ご確認ください。

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1024672/1024750/1043583/index.html 

 

 

 

                   事務担当 茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 

               電話番号 ０４６７－８１－７１６９ 


